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５� 注意事項�

（�）事業場の考え方と作成単位�  

【製造業の場合】�

事業場ごとに処理計画及び実施状況報告（以下「処理計画等」といいます。）を作成す

ることを基本とします。法定多量排出事業者に該当するかどうかは事業場ごとに判断し

ます。�

なお、同一敷地内に関連会社の事業場があり、一体的に産業廃棄物の処理を行ってい

る場合には、処理計画等の中に関連会社から生ずる産業廃棄物の処理を含めることがで

きます（あらかじめ所管の行政機関にご相談ください）。�

また、事業者が行政区域内に無人施設等の複数の関連施設を設置している場合であっ

て、それらの施設から生じる産業廃棄物を一体的に管理している場合には、それらの施

設を含めて法定多量排出事業者に該当するかどうかを判断します。この場合には、処理

計画等の作成はそれらの行政区域内の施設を管轄している支店等が行うこととします。�
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【建設業の場合】 

建設業では、作業所（現場）を総括的に管理している本店・支店等が、その管理する行

政区域単位ごとに発生量を合計して処理計画等を作成し、それぞれの行政機関に提出し

てください。 
法定多量排出事業者にあたるかどうかの判断は、行政区域内の各作業所（現場）の発

生量を合計して判断してください。 
� 建設工事（土木建設に関する工事（建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する

工事を含む。）をいう。）における排出事業者には、元請業者が該当します。 
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（�）当該年度に存在しない事業場の事業者の取扱い 

処理計画等は、その年度に現に事業場を設置している事業者が作成することとされて

いますので、前年度に産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の発生量が一定の基準以上で

あった事業場であっても、当該年度にその事業場が撤去されて存在しないような場合に

は、前年度の発生量に関わらず、当該事業場に係る処理計画等の作成義務は生じないも

のとみなされます。 

一方、県又は政令市の各行政区域内に複数の施設（作業現場）等があり、本店・支店が

各行政区域ごとにまとめて処理計画等を作成する場合には、それらの施設（作業現場）

等の一部が当該年度に撤去されて存在しない場合にあっては、それらは当該年度の処理

計画等には含みませんが、多量排出事業者の判断に用いる前年度の発生量については含

むこととなります。よって、処理計画に記載する目標値を算出する際は撤去された施設

（作業現場）等からの発生量を考慮する必要はありませんが、実績値を算出する際は撤

去された施設（作業現場）等からの発生量を含めてください。 
 

（�）提出書類の公表について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６� 提出期限�

令和６年６月 �� 日まで�

※ 罰則について�

� ���平成 �� 年４月１日から施行された改正法により、処理計画及び実施状況報告の提出・

報告を行わなかった場合や虚偽の提出・報告を行った場合には、�� 万円以下の過料とす

る規定が設けられました。 
 
 

法定多量排出事業者から提出された処理計画及び実施状況報告については、廃棄

物処理法第 �� 条第 �� 項（第 �� 条の２第 �� 項）に基づき、所管の行政機関（神奈

川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市）�がインターネットにより公表します。�

廃棄物自主管理事業の様式では、２、３、４、５が公表の対象となります。�

提出されたファイル（又は書類）の内容をそのままインターネットにより公表し

ますので、個人情報等の記載（特に２・４の管理体制図）や社印・代表者印の押印

はしないでください（廃棄物自主管理事業で提出する書類は全て、押印は不要です）。�

なお、個人情報等の記載や押印がある場合でも、そのまま公表しますのでご注意

ください。�
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